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平成30年2月15日（木）  
 第１回 首都圏外郭放水路利活用協議会 開催 
    ・協議会の立ち上げ 
    ・春日部市より河川敷地占用許可準則に基づく、 
     「都市・地域再生等利用区域の指定等についての 
     要望書」を河川管理者に提出 
 
【今後の予定】 
 ３月 河川管理者による「都市・地域再生等利用区域」の 
    指定   
 
  平成３０年度より、民間開放による外郭放水路の施設見学 
 会を実施するための基礎データ収集を目的として、社会実験 
 を実施 
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